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消防用設備等の設置義務は、建物の使用用途や面積、窓や扉の状態など、建物の現
在の状況によって変わります。また、建物の一部だけが変化した場合でも、建物の全
体に設置が必要となることがあります。

特に下記の行為を行うと消防法違反となる可能性が高くなりますが、知らずに工事
を行って、消防法違反になってしまった事例がたびたび見られます。

工事実施後に新たに消防用設備を設置するには、余分な費用がかかったり、配管や
配線などが露出したりして見映えが悪くなるなどデメリットも多くなります。

所有、管理又は占有する建物において、これらの行為を行う場合や、新たな事業の
開始、テナントの入替え、店内のレイアウト変更などの予定がある場合は、必ず事前
に消防本部予防課までご相談ください。

いつの間にか消防法違反になっていませんか！？

木材など

窓 窓

【相談先】 川西市消防本部 予防課
川西市火打１丁目15-23 TEL 072-757-9946 （平日９時～１７時）
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